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森林所有者情報 土地売買届出情報
（経由）

土地担当

市町村を経由して
都道府県に届出

登記済通知書の情報

課税台帳のみに記載
されている情報

林務担当

森
林
所
有
者 市町村に届出

（国土利用計画法の届出
をしたときは不要）

・売買、相続、贈与
・森林所有会社の合併 等

【森林法】

新たに森林の土地の所
有者となった者

土地担当

市町村の
保有情報を提供

土地売買をした者

一定面積以上の土地売買
（森林を含む）

【国土利用計画法】

森林簿情報
を提供

森林所有者情報の共有

・ 平成23年４月から、他の行政が保有する森林所有者情報の利用が可能となり、森林所有者情報を円滑に把握

地番ごとではなく大字単
位で、データによる入手
が可能

新たな森林所有者に関する
情報に限り、入手が可能

青矢印は、依頼に基づく
情報の内部利用又は情報提供
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関係法令（森林所有者情報関係）

○ 森林法（抄）（昭和26年法律第249号）

（森林の土地の所有者となつた旨の届出等）

第十条の七の二 地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地

の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出

なければならない。ただし、国土利用計画法（昭和四十九年法律第九十二号）第二十三条

第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

２ 市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有

林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の

規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定める

ところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。

（森林所有者等に関する情報の利用等）

第百九十一条の二 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行に必要な限度で、その

保有する森林所有者等の氏名その他の森林所有者等に関する情報を、その保有に当たつて

特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

２ 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、関係する地

方公共団体の長その他の者に対して、森林所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求め

ることができる。


